
タクシー運転者に係る賃金規制の概要

資料７



歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せ

て通常の賃金の６割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるものとすること。

歩合給制度のうち「累進歩合制度」は廃止するものとすること。

保障給

出来高

使用者に、労働時間に応じた一定
額の賃金を保障する義務

通常の実収賃金とあまりへだたらない
程度の収入が確保されるようにする。

出来高払制による場合

出来高が少ない

通常の賃金

出来高払制の保障給に関する規定(労基法第27条)出来高払制の保障給に関する規定(労基法第27条)

自動車運転者についての通達(平成元年基発第93号)自動車運転者についての通達(平成元年基発第93号)

最低賃金額以上であることが必要

出来高払制の労働者について、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならな

いことを規定

出来高払制の労働者について、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならな

いことを規定
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タクシー運転者の賃金制度が歩合給制の場合であっても、賃金額を１時間当たりに換

算した金額※が、都道府県ごとに定められた最低賃金額を下回ることはできない。

タクシー運転者の賃金制度が歩合給制の場合であっても、賃金額を１時間当たりに換

算した金額※が、都道府県ごとに定められた最低賃金額を下回ることはできない。

歩合給の例①

○ 計算方法
運賃収入等がA以下の場合

賃金 ＝ 固定給

運賃収入等がAを超えた場合
賃金 ＝ （運賃収入等－A）×

歩合（一定）＋固定給

歩合給制と最低賃金との関係歩合給制と最低賃金との関係

賃

金

運賃収入等

歩合給

固定給

Ａ

賃

金

運賃収入等

歩合給

○ 計算方法
賃金 ＝ 運賃収入等×歩率（一定）

※ 歩合給制の場合の1時間当たりの換算金額

①の場合・・・・・・・・・・・・・・・・賃金÷歩合給制によって労働した総労働時間数

②の場合 固定給部分・・・・・賃金÷所定労働時間数

歩合給部分・・・・・賃金÷歩合給制によって労働した総労働時間数

（参考） 東京791円（効力発生日平成21年10月1日） 広島692円（効力発生日平成21年10月8日）

福岡680円（効力発生日平成21年10月16日） 沖縄629円（効力発生日平成21年10月18日）

固定給部分＋歩合給部分

歩合給の例②
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「累進歩合制度」について「累進歩合制度」について

「累進歩合制度」として禁止している賃金制度

水揚高等に応じて歩合給が定められている場合にその歩合給の額が非連続的に増減する制度

１ 累進歩合給

２ トップ賞

水揚高等の最も高い者又はごく一部の労働者しか達成し得ない高い水揚高を達成した者のみに支給

する制度

「累進歩合制度」については、労働者の長時間労働やスピード違反を極端に誘発する

おそれがあることから、通達に基づき、廃止するよう指導を行っている。

「累進歩合制度」については、労働者の長時間労働やスピード違反を極端に誘発する

おそれがあることから、通達に基づき、廃止するよう指導を行っている。
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３ 奨励加給

水揚高を数段階に区分し、その水揚高の区分の額に達するごとに一定額の加算を行う制度

（参考） 積算歩合給制

積算歩合給制は、運賃収入等を数区分し、区分毎の歩率が変動（一般的には逓増する。）し、歩合給

は各区分間の運賃収入等にその対応する比率を乗じた金額を合計する制度

「累進歩合制度」として禁止していない賃金制度

- 4 -



１ 労働基準監督機関による監督指導の実施

タクシー運転者の労働条件の確保・改善を図るため、タクシー事業者に対し重点的に監

督指導を実施している。

監督指導において、労働基準関係法令や自動車運転者の労働条件等の改善に関する基

準違反が認められた場合には、その是正を指導するなど必要な措置を講じている。

また、重大・悪質な事案については、司法処分を行うなど厳正に対処している。

タクシー運転者の労働条件の確保・改善を図るため、タクシー事業者に対し重点的に監

督指導を実施している。

監督指導において、労働基準関係法令や自動車運転者の労働条件等の改善に関する基

準違反が認められた場合には、その是正を指導するなど必要な措置を講じている。

また、重大・悪質な事案については、司法処分を行うなど厳正に対処している。

２ 国土交通省との連携

労働基準監督機関 地方運輸機関

双方が有する監督や監査に係る権限を用い

て、より効果的な指導を行うため、合同で実施。

双方が有する監督や監査に係る権限を用い

て、より効果的な指導を行うため、合同で実施。

(1) 合同監督・監査の実施（平成18年4月より実施） (2) 相互通報制度の運用

労働基準監督機関 地方運輸機関

相互に労働基準関係法令や改善基準告示違
反の疑いのある事業場を通報することにより、
的確な指導を実施。

相互に労働基準関係法令や改善基準告示違
反の疑いのある事業場を通報することにより、
的確な指導を実施。

通報

タクシー運転者に関する労働条件確保改善対策についてタクシー運転者に関する労働条件確保改善対策について

事業場

監
督

監
査

事業場

監
督

監
査
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最低賃金の実効性確保のための取組最低賃金の実効性確保のための取組

１ 新聞紙面への改定最低賃金額の記事掲載

２ 厚生労働省ＨＰによる周知

３ 最低賃金に関する特設サイト（ＰＣ版・携帯電話版）の開設

４ ポスターの作成・配布等

５ リーフレット及びパンフレットの作成・配布

６ 関係行政機関、業界団体等への周知（協力依頼を含む。）

※ 上記1～6は本省の実施内容であり、都道府県労働局も独自に周知広報活動を実施している。

年度 掲載率

平成20年度 83.0％

市町村広報紙への掲載状況

○ 各種広報媒体の活用により労使をはじめ国民に対する最低賃金の周知徹底を図っている。○ 各種広報媒体の活用により労使をはじめ国民に対する最低賃金の周知徹底を図っている。

※1 都道府県労働局が市町村に掲載依頼している。
※2 広報紙の発行市町村数は、概ね1,800程度である。

○ 地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額を2万円から50万円に改正。

（平成20年7月1日施行）

○ 地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額を2万円から50万円に改正。

（平成20年7月1日施行）

（平成21年度における周知の取組内容）
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ハイヤー・タクシー業の事業場に係る監督指導状況(平成20年)ハイヤー・タクシー業の事業場に係る監督指導状況(平成20年)

監督実施

事業場数

労働基準

関係法令

の違反事

業場数

主 要 違 反 事 項

労働時間 休 日 割増賃金

667
(100.0)

588
(88.2)

375
(56.2)

54
(8.1)

189
(28.3)

１ 労働基準関係法令の違反状況

(注) １ 「労働基準関係法令の違反事業場数」欄は、何らかの労働基準関係法令の違反が認められた事業場数

である。
２ 「主要違反事項」欄は、当該事項について違反が認められた事業場数である。
３ （ ）内は、監督実施事業場数に対する割合（％）である。

２ 改善基準告示の違反状況

監督実施

事業場数

改善基準

告示違反

事業場数

改善基準告示違反事項

総拘束時間 最大拘

束時間

休息期間 休日労働

667
(100.0)

370
(55.5)

247
(37.0)

280
(42.0)

118
(17.7)

55
(8.2)

(注) １ 「改善基準告示違反事業場数」欄は、何らかの改善基準告示違反が認められた事業場数である。
２ 「改善基準告示違反事項」欄は、当該事項について改善基準告示違反が認められた事業場数である。
３ （ ）内は、監督実施事業場数に対する割合（％）である。 - 7 -



※ 累進歩合制度指導事業場のうち、労働基準関係法令のうち労働時間違反が認められた

事業場数は、68事業場（違反率67.3％）、何らかの改善基準告示違反が認められた事業場

数は69事業場（68.3％）となっている。

３ 累進歩合制度に対する指導状況

監督件数
うち累進歩合制度
指導事業場数

指導事業場の割合

667 101 15.1％

タクシー・ハイヤー業 16.1%

全産業 2.8%

４ 最低賃金法違反率
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